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ごみ処理施設基幹改良・長期包括運営準備業務委託ごみ処理施設基幹改良・長期包括運営準備業務委託ごみ処理施設基幹改良・長期包括運営準備業務委託ごみ処理施設基幹改良・長期包括運営準備業務委託仕様書仕様書仕様書仕様書    

 

 

第１章第１章第１章第１章    総総総総            則則則則    

    

第１節 業務の目的 

 本業務は、箕面市(以下「本市」という。)の廃棄物処理施設である箕面市環境クリーン

センターにおいて、ストックマネジメントの考え方を用い、日常の適正な運転管理と毎年

の適切な定期点検整備、適時の延命化対策を実施することにより、施設の長寿命化、財政

支出の節減を図ることが重要であることから、施設の維持管理を含めた現在の設備状況、

焼却及び公害防止機能等に関する機能検査を必要に応じ実施し、交付金事業として実施す

る基幹改良工事に必要な地域計画策定等(長寿命化計画策定は別途契約)、長期包括運営委

託の可能性調査及びそれらの契約業務を効率的に行うことを目的とする。 

 

第２節 業務名称 

 ごみ処理施設基幹改良・長期包括運営準備業務委託 

 

第３節 仕様書の適用 

 本仕様書は、「ごみ処理施設基幹改良・長期包括運営準備業務委託」に適用するもので、

受託者は、本仕様書によるほか、本仕様書に明記のない事項であっても必要と思われるこ

とについては、本市と協議のうえこれを行うものとする。 

 

第４節 業務の概要 

 １ 対象施設 

   ・ごみ処理施設 処理能力270t/日(135t×2炉/24h)、炉形式全連続燃焼式流動床炉 

   ・粗大ごみ処理施設 処理能力28.5t/5h 

   ・付属施設･設備 資源ごみ選別設備(缶、びん)、し尿希釈設備、残灰処理場等 

 

 ２ 業務の内容の概要 

長期包括運営委託と基幹改良工事の準備を平行して進め、これらを組み合わせたＤ

ＢＯ方式をはじめとする最適な契約方法、事業実施計画検討し、本市意思決定を経て、

これらの実施に向けた契約支援を行うものとする。これらの業務及び本市意思決定に

必要な資料作成、業務支援、学識経験者や専門家等を含めた委員会(審査会)の開催等

について、本業務として行うものとする。 

業務内容の詳細については、第２章の業務内容によるものとする。 

 

別紙１ 
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第５節 委託期間 

契約日～平成 29 年３月 11 日 

 

第６節 業務管理 

 １ 受託者は、管理技術者、照査技術者及び担当技術者をもって秩序正しい業務を行わ 

  せるとともに、高度な技術を要する業務のため、相当の経験を有する技術者を配置し 

  なければならない。 

 ２ 管理技術者は、技術士（衛生工学部門のうち選択科目が廃棄物管理計画・廃棄物処

理・廃棄物管理）の資格保有者でなければならない。 

   選任する管理技術者は、受託者の社員であること。これらを証明する書類として、 

資格証明書の写し及び受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係（契約締結時で１年以上 

の雇用関係）が確認できる書類（受託者会社名記載の健康保険被保険者証等）の写し

を提出すること。 

 ３ 業務の進捗を図るため、業務実施前・実施中に受託者は本市と十分な協議を行い、 

  協議打ち合わせ事項等は、受託者が議事録を作成し、本市に提出すること。 

 

第７節 法令等の遵守 

 本業務を実施するにあたっては、関係法令、政令、省令、条例、規則、通知等を遵守す

ること。 

 

第８節 資料の貸与 

 本業務の遂行上必要となる資料は本市が貸与する。この場合、貸与を受けた資料につい

ては、受託者はリストを作成の上、本市に提出し、業務完了までに返納すること。 

 

第９節 機密の保持及び中立性の遵守 

 受託者は、本業務の遂行上知りえた事項を他人に漏らしてはならない。また、コンサル

タントとしての中立性を遵守しなければならない。 

 

第10節 留意事項 

 １ 受託者は、関係する官公庁等との協議を必要とする場合、あるいは協議を求められ 

  た場合は、その対応を行うこと。 

 ２ 本業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記すること。 

 ３ 受託者は、発注者と厳密な連絡をとり、十分な打合せを行うとともに、作業の途中 

  において中間報告を求められたときは、直ちに報告を行うこと。 

 ４ 本業務において、一部業務を外注する場合は、発注者の承諾を受けた後、下請け通 

  知書を提出すること。 
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 ５ 本業務において必要となる委員会等に要する委員報酬等の経費については、本業務

に含むものとする。 

 

第11節 提出書類 

 １ 受託者は、業務の着手に先立ち、次の関係書類を遅滞なく本市に提出し、承諾を 

  得ること。 

 (１)業務着手届 

 (２)工程表 

 (３)管理技術者届(経歴書添付) 

 

 ２ 受託者は、業務の完了にあたって次の書類を提出すること。 

 (１)完了届 

 (２)納品書 

 

第 12 節 検査 

 １ 受託者は、業務完了後、所定の手続きを経て本市の検査を受けること。 

 ２ 本業務は、本市の検査完了合格をもって完了するが、納品後、成果品に記入漏れ、 

  不備または誤りが発見された場合、受託者は責任をもって速やかに訂正すること。 

 

第13節 疑義の解決 

 本委託業務の仕様書記載事項に疑義が生じた場合、または本仕様書に定めのない事項が

生じた場合、受託者は本市と十分な打合せまたは協議を行い、業務の遂行に支障がないよ

うに努めなければならない。 

 

第14節 成果品 

 １ 長期包括運営委託導入可能性調査       Ａ４版     必要部数 

 ２ 循環型社会形成推進地域計画         Ａ４版     必要部数 

 ３ 長期包括運営委託契約準備等必要書類     Ａ４版     必要部数 

 ４ １～３のデータファイル           CD または DVD 

 ５ その他本市の指示するもの 
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第２章第２章第２章第２章        業務内容業務内容業務内容業務内容    

 

１．１．１．１．長期包括運営委託長期包括運営委託長期包括運営委託長期包括運営委託導入可能性調査導入可能性調査導入可能性調査導入可能性調査    

 施設の機能状況や運転体制、管理運営コスト等を分析し整理を行い、長期包括運営委託

業務の導入可能性について調査する。その必要となる検討を行う。長期包括運営委託導入

を良とする調査結果となった場合、平成２８年１０月を目途に長期包括運営委託導入をで

きるよう早急に調査検討を行うこと。（本市意思決定を含め、概ね平成２６年１２月頃まで） 

    

§１．長期包括運営委託導入可能性調査に係る事項 

１）業務内容の抽出 

①運転管理業務 

②維持管理業務 

③情報管理業務 

④環境管理業務 

⑤その他関連業務 

２）法・資格の把握及び整理 

３）施設機能の把握及び整理 

４）改善計画の立案 

５）事業方式の検討 

①委託業務範囲・期間の検討 

②見積仕様書の作成 

③対象事業者選定資料作成 

④市場調査（参加可能性の把握） 

⑤管理運営費用の試算 

⑥民間事業者選定方法の検討 

⑦その他必要な事項の整理 

 

§２．長期包括運営委託発注仕様書（案）作成に係る事項 

１）募集手続きの検討 

２）募集書類等の作成 

３）民間事業者募集要項の作成 

４）落札者決定基準の作成 

５）その他参考資料等の作成 
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２．２．２．２．循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会推進地推進地推進地推進地域計画域計画域計画域計画策定業務策定業務策定業務策定業務    

「箕面市環境クリーンセンター長寿命化に係る整備事業」について、循環型社会形成推

進交付金制度の活用を前提とし、当該事業の円滑な推進を目的として本計画を策定するも

のである。 

平成２７年度当初に循環型社会形成推進交付金(廃棄物処理施設における長寿命化計画

策定支援事業)内示が受けられるよう、関係機関との協議を含めて、計画策定業務を行うこ

と。 

 

§１.地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

① 対象地域 

箕面市管内全域 

② 計画期間 

本計画では、５年程度を見込むものとする。 

③ 基本的な方向 

計画の目的、計画により地域が目指す姿について検討する。 

 

§２.循環型社会形成推進地域計画の作成 

① 一般廃棄物等の処理の現状 

・ごみ排出量の実績（過去５年間） 

・再生利用量、中間処理による減量化量、熱回収量、最終処分量 

② 一般廃棄物の処理の目標 

③ 施策の内容 

・発生抑制、再生利用の推進 

・処理体制 

・処理施設等の整備 

④ 施設整備に関する計画支援事業 

⑤ その他の施策 

 ・再生利用品の需要拡大事業 

 ・廃家電のリサイクルに関する普及啓発 

 ・不法投棄対策 

 ・災害時の廃棄物処理に関する事項 

 

§３.処理施設の整備予定における整理及び検討 

整備予定の施設整備の理由について、既存施設の老朽化、環境保全、コスト削減につ

いて整理すること。 
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§４.施設整備に関する計画支援事業 

施設整備に関する計画に対する事項については、本事業に係る調査、計画、設計等全

ての関連する事務について年次ごと整理し、交付対象事業については明確にすること。 

 

§５.計画のフォローアップと事後評価 

① 計画のフォローアップ 

進捗状況の把握は、計画目標と毎年の実績を対比させ、定量的な把握ができるよ

うにすること。 

② 事後評価及び計画の見直し 

事後評価の実施は、評価の対象とする事業の特性に応じて、主として必要性、効

率性及び有効性の観点から行うこと。計画の見直しの時期や方法についても言及す

るものとする。 

 

§６. 地域計画書添付資料の作成 
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３．３．３．３．長期包括長期包括長期包括長期包括運営運営運営運営委託委託委託委託契約支援業務契約支援業務契約支援業務契約支援業務    

§１．長期包括運営委託基本計画 

    長期包括運営委託事業に関し、運営計画に関する以下の基本的な計画条件を整理

するものとする。概ね平成２７年度末に長期包括運営委託落札者決定、平成２８年

１０月長期包括運営委託導入出来るよう契約支援を行うこと。 

 １）基本的事項の整理 

    提供する本件施設における運転・保守・整備状況等の既存資料等を参考に、施設

の現状把握および整理を行う。 

  ２）業務範囲の整理 

   ①民間事業者が実施する事業の範囲 

    長期包括運営委託方式の場合について、民間事業者が実施する業務範囲を整理す 

   る。 

   ②運転管理業務 

    廃棄物搬入受付・搬入監視業務、運転業務、資材調達業務等、運転等に関して必 

   要な事項を整理する。 

   ③維持管理業務 

施設の点検・保守・整備・修繕等、維持管理等に関して必要な事項を整理する。 

   ④情報管理業務 

運転記録、点検・検査、補修・更新記録等に関して必要な事項を整理する。 

   ⑤環境管理業務 

    環境保全基準、作業環境基準、作業環境計画等に関して必要な事項を整理する。 

   ⑥防災管理業務 

    緊急対応マニュアル等に関して必要な事項を整理する。 

   ⑥その他関連業務 

    清掃、植栽管理等に関して必要な事項を整理する。 

３）法令上の課題の整理 

    事業の実施に伴い関連する法令及び指針等について調査するとともに、本業務の

遂行上整理すべき法令上の課題を明らかにする。 

４）事業計画期間の設定 

    設備の耐用年数および社会的背景等を考慮した事業計画期間を設定する。 

５）長期包括運営委託費用の算定 

    現行の運営方式に基づく事業期間の諸費用の総額を把握し、長期包括運営委託方

式による諸費用の算定を行う。諸費用の算定は運転管理を行っている業者に対する

ヒアリング調査等により行う。 
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§２．長期包括運営委託契約業務支援 

    本事業の実施のため、入札説明書、落札者決定、委託契約の締結等に向けた資料

の作成を行う。 

１）入札説明書(案)の作成 

応募者から技術提案等を徴集するため、以下に示す資料を作成するものとする。 

    なお、一連の資料に関する法律面の確認・検証作業は、受託者の所掌とする。 

① 見積作成要領 

② 技術提案書作成要領 

③ 意見、質問書の記入様式 

④ 提案書様式 

⑤ その他 

２）入札説明書(案)に関する意見・質問書の様式集の作成 

   ① 入札説明書(案)の公表準備 

   ② 入札説明書(案)に関する意見・質問のとりまとめ 

   ③ 意見・質問等に基づく入札説明書等の修正案作成 

  ３）発注仕様書の作成 

  ４）落札者決定基準(案)の作成 

  ５）基本協定書(案)の作成 

  ６）契約書(案)の作成 

  ７）その他必要な資料の作成支援 

 

§３．長期包括運営委託契約業務支援 

    本事業の実施のため、入札説明書、落札者決定、委託契約の締結等に向けた業務

への支援を行う。 

１）落札者決定基準資料作成及び支援 

    応募者から徴集した技術提案等について委員会等における審議結果等を踏まえて、

比較評価資料としてとして取りまとめるものとする。資料作成にあたっては、委員

会等において決定される手法に従うものとする。 

    資料の取りまとめにあたっては、以下の項目について実施するものとする。 

    なお、一連の資料に関する法律面の確認・検証作業は、受託者の所掌とする。 

① 応募者の参加資格の確認 

② 応募者の提案内容に対する技術的精査 

③ 応募者の提案内容に対する評価資料の作成 

④ 委員会等における審査講評の整理 

⑤ 落札者決定結果等の公表準備 
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２）委員会等への支援業務 

学識経験者等で構成される委員会において、コンサルタントとして専門的見地か

ら情報の収集や資料の提供を行うとともに、会議への出席及び会議のための事前資

料作成、会議の記録作成を行う。 

３）落札者との契約資料の作成 

落札者との間で締結する基本協定書(案)及び契約書(案)の作成にあたっては、技

術・法律等の専門的知見による多面的なアドバイスを行うものとする。 

なお、一連の資料に関する法律面の確認・検証作業は、受託者の所掌とする。 

 

§４．本事業に関する総合支援 

受託者は、本事業の実施に必要な調査・検討・資料作成・協議において、受託者

の所有する専門的知識及びノウハウを駆使し、ごみ処理施設の運営実務等の技術、

法律面等の多面的な総合支援を実施するものとする。 

その他、受託者は、委員会等の運営に十分配慮するとともに、必要に応じて説明

資料を作成するものとし、委員会等に出席し内容説明の補助に務めるものとする。 

 

以    上 


